
　幌延町職員（特別職・議員を含む）の給与等と、定員管理の状況をお知らせします。
　職員の給与は、平成１８年４月から給与構造の見直しなどにより、給料の抑制が行われてきました。さらに
平成２１年度には若年層を除く職員の給料引下げや民間との格差是正のため、期末勤勉手当の減額改定が
行われ、平成２５年１月からは５５歳を超える職員の昇給抑制を行っています。
　平成２５年度には、政府から地方自治体に給与減額措置の要請がありましたが、検討を重ねた結果、これ
までの人員削減と給与削減措置を実施してきた経緯を踏まえ、行政サービスに影響はないと判断し実施を見
送ることにしています。
　平成２６年度は、民間給与との格差を埋めるため、若年層に重点を置きながら給料の増額改定と勤勉手当
の増額改定が行われました。平成２７年度は、地域の民間給与水準を踏まえた給与制度の総合的見直しを行い、
３年間の経過措置の後、給与水準の平均２％引下げを行います。　
　町長等特別職の給料についても平成１５年４月に減額していますが、平成２３年６月にさらに減額しています。
　また、町長等特別職及び議会議員の期末手当については、平成２３年６月に減額していましたが、平成２６
年度に職員同様の増額を行っています。
　定員管理については、平成２７年度に定員適正化計画を策定し、本計画期間中に退職予定者数がピーク
を迎えるため、定年退職者の再任用希望を早期に把握し、これを受けた新規職員の確保、技術職員の採用
前倒し等により、若年層職員の育成に努め、行政サービスの低下を招かないよう、適正な定員管理を行います。
　このページについて、お問い合わせ等ございましたら、総務課総務グループ【電話５－１１１１　内線１３９・
告知端末機５－８８１１】へご連絡ください。
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職員給与の状況
①人件費の状況（平成27年度各会計当初予算）

②一般職員給与の状況（平成27年度各会計当初予算）

③一般職員の平均給与月額及び平均年齢状況（平成２7年４月１日現在）

④職員の初任給と経験年数別平均給料月額（平成２7年４月１日現在）

会計区分 歳出予算額
（A）

人件費
（B）

27年度人件費率
（B/A）

26年度
人件費率

一 般 会 計

特 別・事 業 会 計

合 計

平成26年度合計

5,378,000

1,118,222

6,496,222

6,133,678

552,136

227,763

779,899

748,880

10.3

20.4

12.0

10.5

20.2

12.2

千円

千円

千円

千円

会計区分 職員数（A）
給料 職員手当

給　　与　　費 平成27年度
一人当り給与費

（B/A）

平成26年度
一人当り
給与費計（Ｂ）

一 般 会 計
特別・事業会計
合 計

区　　　　　　　分 初任給
経　　　験　　　年　　　数

10～15年
未　　満

1５～20年
未　　満

20～25年
未　　満

25～30年
未　　満

74
25
99

284,062円 333,246円 39.9歳

人

人

人

250,273
104,573
354,846

千円

千円

千円

174,200
142,100

大学卒
高校卒一般行政職

円

円
296,800

－　  
円

円
284,100
288,100

円

円
364,400
328,800

円

円
398,400
373,000

円

円

134,331
69,338

203,669

千円

千円

千円

384,604
173,911
558,515

千円

千円

千円

5,197.4
6,956.4
5,641.6

千円

千円

千円

4,964.4
6,706.3
5,404.3

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

％

％

％

％

％

％

千円

（C）

（D）
（C）－（D）　　▲31,019

※人件費には、給料・職員手当の他、共済費や退職手当組合負担金が含まれます。

平均給料月額 平均給与月額 平均年齢

※派遣職員、医療職の医師、医療技術職、看護師及び准看護師職員は除いています。
※平均給与月額とは、給料と職員手当(期末勤勉手当及び寒冷地手当を除く)を合わせた額の平均です。

※経験年数とは、卒業後直ちに採用され、引き続き勤務している場合の採用後の年数をいいます。

⑤職員手当の状況（平成２7年４月１日現在）

⑥特殊勤務手当の状況

①部門別職員数の状況（平成２7年４月１日現在）

⑦ラスパイレス指数の推移
手　当　の　種　類

区　　　　　　　分 職　　員　　数
部　　　　　　　門

※特別職（町長・副町長）を除く

２６年度
2
17
3
5
1
8
36
13
24
37
73
10
2
1
1
3
7
90

２7年度
2
17
3
5
1
10
38
16
24
40
78
10
3
1
1
3
8
96

2
2
3

3
5

1

6

対 前 年
増 減 数

区　分 支　　給　　額
１　回
１　回
日　額
日　額
月　額
日　額
日　額
１　回
１　回

診療報酬等による
診療報酬等による
210円
210円
500,000円
210円
2,000円
1,700円～6,800円
300円～600円

⑴往診手当
⑵手術手当
⑶放射線作業手当
⑷病理細菌業務手当
⑸医師研究手当
⑹感染症等防疫作業手当
⑺死体処理作業手当
⑻夜間看護等手当（正規の勤務時間内）
　夜間看護等手当（正規の勤務時間外）

退 職 手 当

期末・勤勉手当

寒 冷 地 手 当

扶 養 手 当

住 居 手 当

特殊勤務手当

管 理 職 手 当

時 間 外 手 当

区　分
勤続20年
　　25年
　　35年
最高限度

20.44500 月分
29.14500 月分
41.32500 月分
49.59000 月分

25.55625 月分
34.58250 月分
49.59000 月分
49.59000 月分

支給率（自己都合） 支給率（定年）

国と同じ

国と同じ

国と同じ

国と同じ

やや異なる

異なる

異なる

国と同じ

６月期
12 月期

計

期　末 勤　勉 計
1.225 月分
1.375 月分
2.600 月分

0.75 月分
0.75 月分
1.50 月分

1.975 月分
2.125 月分
4.100 月分

職制上の段階、職務の等級による加算措置　　　　　有
職員の世帯の区分や扶養親族の数に応じて支給
支給額は51,700円～131,900円（幌延町は１級地）
○配偶者　13,000円
○扶養親族（配偶者を除く）
　　１人につき6,500円
　※満16歳から満22歳までの子１人につき5,000円加算
○借家の場合　　家賃に応じて100～27,000円
○自宅の場合　　5,000円/月
特殊勤務手当については、危険、不快、不健康等の特殊な業務に
従事する職員に支給
主幹職以上に支給
本俸に対し、課長職 11％、主幹職 9％
正規の勤務時間を超えて勤務したときに支給
時間帯や平日・週休日に応じ、勤務した時間１時間につき、0.25
～ 0.75 の割増

職員数の状況

　ラスパイレス指数とは、国家公務
員の給与水準を100とした場合の、
地方公務員の給与水準を示すもので
す。
※「参考値」は国家公務員の時限的な
（２年間）給与改定特例法による措置
がなかった場合の値です。

区　分 23年度
94.2
97.8
93.0
97.1
94.4
98.2
96.4
92.9
90.6

103.6
105.9
102.3
106.9
102.5
104.2
100.5
100.2
99.2

(95.6)
(97.8)
(94.4)
(98.6)
(94.7)
(96.4)
(92.9)
(92.4)
(91.6)

幌 延 町
猿 払 村
浜頓別町
中頓別町
枝 幸 町
豊 富 町
礼 文 町
利 尻 町
利尻富士町

区　分

102.9
105.8
102.3
105.4
101.3
103.6
101.4
99.0
98.7

24年度
(９５.０)
(９７.６)
(９４.４)
(９７.２)
(９３.５)
(９５.９)
(９３.６)
(９１.４)
(９１.１)

(24年度参考値)

25年度
９８.２
９７.１
９５.５
９９.４
９４.６
９６.２
９１.９
９１.２
９３.１

26年度(25年度参考値)
幌 延 町
猿 払 村
浜頓別町
中頓別町
枝 幸 町
豊 富 町
礼 文 町
利 尻 町
利尻富士町

一 般 行 政 部 門
（福 祉 関 係 除 く）

福 祉 関 係

一  般  行  政  部  門
特 別 行 政 部 門 　（教　育）

　 総 合 計 　

公 営 企 業 等
会 計 部 門

議 　 　 会
総 　 　 務
税 　 　 務
農 林 水 産
商 　 　 工
土 　 　 木
小 　 　 計
民 　 　 生
衛 　 　 生
小 　 　 計

水 　 　 道
下 水 道
国 　 　 保
介 　 　 護
小 　 　 計

（単位：人）
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